
　新たなクリーンセンター（鹿背山川向地内）の建設は、木津川市にとって、一日も早く解決しなければならない、
たいへん重要かつ緊急の懸案事項です。平成28年度中の施設稼動をめざして、取り組みを進めています。
　クリーンセンターの敷地造成工事について、昨年11月下旬から現場作業に着手しました。
　今月号では、昨年末の工事の様子と２月に予定している主な工事内容について、お伝えします。

【昨年末の工事現場】
○11月下旬から、次の作業をおこないました。
　・埋設廃棄物を撤去するため、敷地内の一部で草刈・伐木をしました。
　・防塵、防音および通行車両等の安全を確保するため、工事現場と府道との間に仮囲いを設置しました。

【2月に予定している主な工事】
　今回の敷地内には、以前、ごみ焼却施設がありました。このため、敷地の一部に当時の焼却灰などの廃棄物が埋設
されている箇所があります。現状では問題はありませんが、敷地造成工事により周辺環境に影響が出ないよう、土
地の造成に先立ち、平成24年度におこないました調査結果に基づいて、念のため、廃棄物の撤去を平成26年4月頃
に終了するよう取り組む予定です。
　廃棄物を市外の最終処分場へ運搬するダンプには、荷台の廃棄物に覆いを掛けて、飛散防止対策を講じるととも
に、安全運転に気を付けておこないます。

【敷地造成工事の全体工程】
　敷地造成工事の全体工程は、現在、次のとおり予定しています。敷地の地質状況や天候などにより、工程に変更が
生じる場合がありますが、平成27年3月末の完成をめざして、工事を進めます。
　また、敷地造成工事の様子をお知らせするため、工事請負者によるホームページ（URL　http://kizugawacc.
sakura.ne.jp）を開設しています。

　工事期間中、皆さんに何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力くださるよう、よろしくお願いします。
　クリーンセンター整備にあたり、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解とご協力をよろしく
お願いします。

問合せ　クリーンセンター建設推進室　☎75-1226　Fax72-3900
　　　　Ｅ-mail：clean-center@city.kizugawa.lg.jp

平成25年 平成26年 平成27年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

準備工（仮囲い等）
雨水放流施設工
廃棄物対策工
沈砂池等一次防災工
造成工（残土処分等含む）
擁壁工
雨水排水工、植栽工
敷地内道路施設工

～クリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

私たちが、口から摂取できるものは、食品と医薬品（医薬部外品を含む）に分けられ、健康食品は食品に分
類されるものです。
健康食品には特定保健用食品と栄養機能食品も含まれ、一定の基準を

満たしているものについては規定の表示が許可されていますが、あくま
でも食品であり「治る」、「効く」等の医薬品的な表示は許可されていませ
ん。医師に処方された薬との併用によっては、薬の効果を低下させたり、
逆に健康被害を起こしてしまうものもあり注意が必要です。
また、漢方薬を健康食品だと勘違いしている人もいるようですが、同

じ植物成分が含まれていたとしても漢方薬は製品の品質が確保された
医薬品で健康食品ではありません。
健康の基本は、「バランスのとれた食事・運動・休養」であることを忘れ

ず、過度な期待を健康食品に求めない事が必要です。
治療・投薬を受けている方は健康食品を購入する際には必ず契約前に医師にご相談ください。

　分からない事、困った事があればすぐに相楽消費生活センターにご相談ください。

消費生活の相談や苦情はお気軽に相楽消費生活センターへ。☎72-9955 (ナニ？キューキューＧＯＧＯ！)
相談は無料です。　秘密は厳守します。

と　き　月～金（祝・休日、年末年始除く）　午前9時～午後4時
ところ　相楽会館1階（木津上戸15）　木津総合庁舎東隣（JR木津駅東出口から徒歩5分）
※土・日曜日は消費生活土日祝日電話相談（☎075-257-9002）へ。（電話のみ）

消費生活掲示板消費生活掲示板 vol.8vol.8 健康食品で健康になれる？

相楽消費生活センター　☎72-9955

「ふれあい農園」利用者募集
　家族ぐるみで健康づくりのためにも野菜や花づくりをしませんか。土とふれあい、収穫の喜びを体験しましょう。
貸 付 区 画　①中央体育館東側農園
　　　　　　　　27区画（1区画あたり15㎡）
　　　　　　②木津川農園（相楽中部消防本部北側）
　　　　　　　　14区画（1区画あたり15㎡）、5区画（1区画あたり30㎡）
期　　　間 4月4日～平成27年3月31日（ただし、継続利用期間は5年間）
料　　　金 15㎡あたり　年間6,000円
作　　　付 野菜や花など
対　　　象 市内にお住まいの方
そ　の　他　・申し込みは1世帯1区画（申込多数の場合抽選、現在利用中で、来年度継続の方は申し込みできません。）

・申込書は、緑化協会および農政課で配布しています。また、市ホームページでもダウンロードできます。
申込・問合 2月28日（当日消印有効）までに、申込用紙に必要事項を記入し、直接または郵送で次へ。
 〒619-0214　木津神田2-1
 公益財団法人木津川市公園都市緑化協会　☎ 72-6050

広報きづがわ 00 月号の 00 ページ（右上 00 行
目に掲載しました「？？？？」の記事の内容に間
違いがありました。次のとおり訂正してお詫びい
たします。

15 行目（誤）

15行目（正）

ご意見おまちし
ています！

（注1）合併後に農地に変更された場合は・・
　合併日以降に農地に変更された場合は、合併特例法の適用はありません。変更した翌年1月1日を賦課期日と
する年度から宅地並み課税となり、最初の4年間に軽減措置が適用されます。

資源化
可能物
（69.1%）

堆肥化可能物
（49.4%）

厨芥類 一般厨芥類（生ごみ） 40.9% 47.9%手を付けていない食品 7.0%
剪定枝 1.5%

紙類
（13.0%）

雑紙（ミックスペーパー） 13.0%段ボール、新聞紙、広告等
プラスチック類
（6.2%）

袋、シート等包装類 5.0%
容器類、緩衝材等 1.2%

その他（0.5%） 繊維類、ガラス類 0.5％
資源化できないもの 30.9%

広報           2014.223
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